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私
た
ち
の
納
め
る
税
金
は
、
豊
か
で
安

定
し
た
社
会
を
つ
く
る
た
め
の
会
費
と
い

え
る
も
の
で
す
。
納
期
限
ま
で
き
ち
ん
と

納
め
ま
し
ょ
う
。

市
で
は
、
納
税
者
の
皆
さ
ま
の
利
便
性

を
考
え
、
税
金
の
口
座
振
替
制
度
の
ご
利

用
を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。
簡
単
な
手

続
き
で
自
動
的
に
振
替
が
で
き
ま
す
の
で
、

ご
利
用
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
手
続
き
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

次
の
事
項
に
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

◆
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
最
寄
り
の
金

融
機
関
に
届
出
印
と
口
座
番
号
の
わ
か
る

書
類(

通
帳
等)

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◆
毎
月
26
日
（
12
月
は
25
日
）
が
引
き
落

と
し
日
に
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
前
日
ま

で
、
残
高
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。(

26
日

が
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日)

◆
26
日
に
残
高
不
足
で
引
き
落
と
し
が
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
、
翌
月
の
10
日
（
当

日
が
土
・
日
・
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日)

が
再
引
き
落
と
し
日
と
な
り
ま
す
。
２
回

目
で
引
き
落
と
し
が
で
き
な
か
っ
た
場
合

は
従
来
ど
お
り
、
納
付
書
で
の
納
付
と
な

り
ま
す
。(
納
付
書
は
、
各
支
所
市
民
課
窓

口
で
発
行
い
た
し
ま
す)

◆
固
定
資
産
税
の
共
有
分
（
〇
〇
外
〇
名
、

と
し
て
税
金
が
か
か
っ
て
い
る
分
な
ど)

に

つ
い
て
も
、
納
入
義
務
者
と
し
て
振
替
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

新
市
で
は
集
合
税
で
の
納
付
と
な
り
ま

し
た
が
、
税
目
ご
と
の
引
き
落
と
し
と
な

り
ま
す
の
で
、
ま
だ
口
座
振
替
の
手
続
き

を
さ
れ
て
い
な
い
税
目
に
つ
い
て
は
、
新
た

な
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　合併に伴い、平成17年度から市税および国民
健康保険税の納税方法が変わりました。�
�徴収方法については集合徴収となり、納期は６
月から翌３月までの10期です。�
�納期限については、原則として各月末日（ただ
し12月については26日）となります。�
�各期別の納期限は下記のとおりです。�

※納期限日が土・日・祝日と重なる場合はその翌日と
なります。�

　なお、旧松橋町で支払われておりました全期前納報
奨金は、本年度から廃止になりました。�

市税・国保税の�
 納期について�
市税・国保税の�
 納期について�

市　県　民　税�
固 定 資 産 税�
国民健康保健税�

集合徴収�（ 　　　）�
期　別 月 納　期　限 口座振替日�

１　期 6 平成17.６.30 平成17.６.27�

２　期 7 平成17.８.１ 平成17.７.26�

３　期 8 平成17.８.31 平成17.８.26�

４　期 9 平成17.９.30 平成17.９.26�

５　期 10 平成17.10.31 平成17.10.26�

６　期 11 平成17.11.30 平成17.11.28�

７　期 12 平成17.12.26 平成17.12.26�

８　期 1 平成18.１.31 平成18.１.26�

９　期 2 平成18.２.28 平成18.２.27�

10　期 3 平成18.３.31 平成18.３.27

固定資産税納税通知書について�
�

　固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）現在の
固定資産（土地・家屋・償却資産）の所有者に課税さ
れます。賦課期日が宇城市誕生（１月15日）前とな
ります都合上、平成17年度につきましては旧町ご
との課税となります。�
　そのため、住所を有する町（旧町）以外の宇城市
内の固定資産税につきましては、別途納税通知書
を送付しますので、ご理解のほどよろしくお願いい
たします。�
　詳しいことは、お問い合わせください。�
�

税
金
の
口
座
振
替

お
す
す
め
し
ま
す

忘れずに�
納めましょう�
忘れずに�
納めましょう�
忘れずに�
納めましょう�

納
税
の
お
願
い

うきうきインフォメーション�

・納税について
税務課収納係 ……………132－1111

・固定資産税について
税務課資産税係 …………132－1111
各支所市民課資産税係
○三角支所…………………153－1111
○不知火支所 ……………133－1111
○松橋市民センター ……132－1111
○小川支所…………………143－1111
○豊野支所…………………145－2111

問
合
せ
先


